
 

③③  資資産産及及びび負負債債（（令令和和 33 年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
  

外外為為特特会会貸貸借借対対照照表表 （単位：億円、単位未満切捨） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年度における主な資産は、有価証券（為替介入等により購入した外貨建て債券）や現

金・預金（外貨預け金、円貨預け金）です。 

主な負債は、円貨を調達するために発行した政府短期証券です。 

資産・負債差額は、令和 3 年度末で 30 兆 1,674 億円であり、これには、外貨資産の評価

替えに伴って生じる外国為替等の評価差損益のほか、外国為替資金に組み入れられた内部留保

（旧積立金相当額）等が含まれます。なお、資産・負債差額は、為替相場の水準等によって変

動します。 

 
 

（（44））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等   
 

外為特会の運用状況の情報開示については、近年その拡充に努めたこともあり、他のＧ7 諸

国と比較しても遜色ない水準となっています。具体的には、「外国為替平衡操作の実施状況」や

「外貨準備等の状況」の公表、決算書及び特別会計財務書類による財務状況の開示、外貨建資

産の運用利回りの公表を行っており、さらに平成 20 年 11 月からは、各年度末における保有

外貨証券の満期別構成割合及び国債・非国債の構成割合を公表しています。なお、通貨構成に

ついては、為替市場に影響を与えるおそれがあることから、引き続き非公表としています。 
 
 

外国為替資金特別会計についての問い合わせ先 

財務省国際局為替市場課資金管理室 電話番号 03-3581-4111（内線 2844） 

 

≪R２年度≫ ≪R３年度≫ ≪R３年度≫ ≪R２年度≫

147,174 156,007 未 払 金 0 0

31,856 28,372 円 貨 預 け 金 仮 受 金 1,540 1,263

115,318 127,635 外 貨 預 け 金 円 貨 預 り 金 2,043 1,102

7,212 7,760 賞 与 引 当 金 0 0

4,151 4,475

21,724 75,241

4,954 5,138 国際通貨基金通貨代用証券 36,904 35,427

44,758 54,660 特別引出権純累積配分額 70,327 19,011

1,483 1,225 円 貨 貸 付 金 退 職 給 付 引 当 金 2 2

43,274 53,435 外 貨 貸 付 金 特 別 決 済 勘 定 借 0 0

178 71 そ の 他 の 債 務 等 - -

1,657 1,648

0 0

0 0 物 品

0 0

45,950 49,516 （うち為替換算差損益） （10,031） （▲114,571）

1,456,523

出 資 金

1,456,523 1,581,314 資 産 合 計 負債及び資産・負債差額合計 1,581,314

1,279,640 1,217,817
有 形 固 定 資 産

資 産 ・ 負 債 差 額 301,674 238,705
無 形 固 定 資 産

特 別 引 出 権

未 収 収 益

貸 付 金

仮 払 金

そ の 他 の 債 権 等
負 債 合 計

869,821 915,009

特 別 引 出 権 証 券
国 庫 余 裕 金 繰 替 金 299,000 246,000

≪ 資 産 の 部 ≫ ≪ 負 債 の 部 ≫

現 金 ・ 預 金

金 地 金

1,178,762 1,226,793 有 価 証 券 政 府 短 期 証 券

 

５５．．財財政政投投融融資資特特別別会会計計  
 

（（１１））概概要要    
 

財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定、投資勘定及び特定国有財産整備勘定の 3 勘定に区

分されています。 

これらのうち、財政融資資金勘定及び投資勘定は、財政融資資金の運用並びに産業の開発及び

貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資に関する経理を行っています。特定国有財産

整備勘定は、廃止された特定国有財産整備特別会計における未完了事業の経理を行っています。 

具体的な内容は以下のとおりです。 

 

①  財政融資資金勘定は、財政融資資金の運用に関する経理を行っています。 

 財政融資資金は、財投債や特別会計の積立金等の国の信用により集められた資金を統合

管理し、その資金を確実かつ有利な方法で運用することにより、公共の利益の増進に寄与す

ることを目的として設置されました。 

なお、平成 13 年に、 

・郵貯、年金の預託義務を廃止し、財投債により市場から能動的な資金調達を行うこととし、

厳格な審査により真に必要な事業に貸し付けること 

・市場原理との調和の観点から資産負債管理（ALM）の進展を図ること 

などの抜本的な財政投融資改革が行われ、この際、昭和 26 年に設置された「資金運用部資

金」の名称が現在の「財政融資資金」へと変更されました。 

 

②  投資勘定は、昭和 28 年に設置された産業投資特別会計を前身としており、産業の開発、

貿易の振興を目的とした投資に関する経理を行っています。 

 

③  特定国有財産整備勘定は、庁舎等その他の施設の用に供する特定の国有財産（公共用財産

等及び他の特別会計に属するものを除く。）の使用の効率化と配置の適正化を図るために定

められる特定国有財産整備計画の実施による特定の国有財産の取得及び処分に関する経理

を行うために設けられた特定国有財産整備特別会計が平成 21 年度末で廃止されたことに

伴い、同年度末までに策定されていた事業で完了していない事業の経理を行うため、平成

22 年度から当該事業が完了する年度までの間の経過措置として設けられています。なお、

事業完了後の残余財産は一般会計に承継予定です。 
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財財政政投投融融資資特特別別会会計計（（財財政政融融資資資資金金勘勘定定・・投投資資勘勘定定））のの仕仕組組みみ  
  

財政投融資とは、国の投融資活動であり、その資金供給方法は財政融資、産業投資などに分け

られます。 

財政融資とは、財投債（国債）の発行により調達された資金などによって構成されている財政

融資資金を活用し、国の特別会計や地方公共団体、政府関係機関、独立行政法人などに対し、長

期・固定・低利で行われる融資です。財政融資の対象は、政策的必要性が高く、かつ償還確実性

のある事業となります。この財政融資資金の運用に関する経理を財政融資資金勘定で行っていま

す。 

産業投資とは、ＮＴＴ株、ＪＴ株の配当金などを原資として行う、産業の開発及び貿易振興の

ための投資（主として出資）です。政策的必要性が高く、リターンが期待できるものの、リスク

が高く、民間だけでは十分に資金が供給されない事業に対して、投資により資金を供給していま

す。この産業投資に関する経理を投資勘定で行っています。 

財政投融資は中小企業・小規模事業者の資金繰り支援や奨学金の貸与、インフラの海外展開支

援など、様々な分野において活用され、我が国の国民生活や経済成長に貢献しています。 
 

 

 

 

（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  

財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定、投資勘定及び特定国有財産整備勘定に区分され、  

これらのうち、財政融資資金勘定及び投資勘定は、それぞれ以下の事業等に関する経理を行いま

す。 

    

償還・
利払い

財投債の
発行

財政融資
資金勘定市場

政策的必要性が高く、かつ、償還
確実性のある事業

ＮＴＴ、ＪＴ等

投資勘定

政策的必要性が高く、リターンが
期待できるものの、リスクが高く民
間だけでは十分に資金が供給さ
れない事業

中小零細
企業

教育

社会福祉

資源探鉱
・開　発

海外インフラ 研究開発

財政融資資金

資金運用収入

財政融資資金
へ繰入

財政融資資金
より受入

回収

貸付

出資・貸付

回収・リターン

配当金等
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財財政政投投融融資資特特別別会会計計（（財財政政融融資資資資金金勘勘定定・・投投資資勘勘定定））のの仕仕組組みみ  
  

財政投融資とは、国の投融資活動であり、その資金供給方法は財政融資、産業投資などに分け

られます。 

財政融資とは、財投債（国債）の発行により調達された資金などによって構成されている財政

融資資金を活用し、国の特別会計や地方公共団体、政府関係機関、独立行政法人などに対し、長

期・固定・低利で行われる融資です。財政融資の対象は、政策的必要性が高く、かつ償還確実性

のある事業となります。この財政融資資金の運用に関する経理を財政融資資金勘定で行っていま

す。 

産業投資とは、ＮＴＴ株、ＪＴ株の配当金などを原資として行う、産業の開発及び貿易振興の

ための投資（主として出資）です。政策的必要性が高く、リターンが期待できるものの、リスク

が高く、民間だけでは十分に資金が供給されない事業に対して、投資により資金を供給していま

す。この産業投資に関する経理を投資勘定で行っています。 

財政投融資は中小企業・小規模事業者の資金繰り支援や奨学金の貸与、インフラの海外展開支

援など、様々な分野において活用され、我が国の国民生活や経済成長に貢献しています。 
 

 

 

 

（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  

財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定、投資勘定及び特定国有財産整備勘定に区分され、  

これらのうち、財政融資資金勘定及び投資勘定は、それぞれ以下の事業等に関する経理を行いま

す。 

    

償還・
利払い

財投債の
発行

財政融資
資金勘定市場

政策的必要性が高く、かつ、償還
確実性のある事業

ＮＴＴ、ＪＴ等

投資勘定

政策的必要性が高く、リターンが
期待できるものの、リスクが高く民
間だけでは十分に資金が供給さ
れない事業

中小零細
企業

教育

社会福祉

資源探鉱
・開　発

海外インフラ 研究開発

財政融資資金

資金運用収入

財政融資資金
へ繰入

財政融資資金
より受入

回収

貸付

出資・貸付

回収・リターン

配当金等

 

①①  財財政政融融資資資資金金勘勘定定  

当勘定では、財政融資資金の資金運用収入や公債金（財投債）を主な歳入とし、財投債の

償還・利払い（国債整理基金特別会計への繰入れ）や財政融資を行うための財政融資資金へ

の繰入れを主な歳出としています。 

財政融資資金は、財投債などにより資金調達を行い、財投事業を行う機関に対する長期・

固定・低利の貸付けを通じて、社会資本整備、事業者支援、インフラ海外展開支援、教育、

社会福祉関係等様々な分野で経済社会に貢献しています。 

 

（令和５年度の主な財政融資の内容） 

令和５年度は、主に以下の取組に対して財政融資を措置。 

・（株）日本政策金融公庫（国民・中小向け） 

新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けた中小企業者等への対応につい

て、現下の資金需要等を踏まえた十分な事業規模を確保し、引き続き資金繰り支援に万

全を期す。また、アフターコロナに向けた経済成長を後押しする観点から、スタートア

ップや成長力強化等のために経営課題に取り組む中小企業者等を積極的に支援 

・（株）日本政策金融公庫（農林水産業者向け） 

新型コロナウイルス感染症・物価高・円安等の影響により厳しい状況にある農林漁業

者の支援に万全を期すよう、セーフティネット資金（資金繰り支援）等について、十分

な事業規模を確保。また、農林水産業の成長産業化が着実に推進されるよう、スマート

農業やグリーン化等の支援に必要なスーパーＬ資金等や、円安メリットを活かした農林

水産物・食品の輸出拡大に対応する資金について、十分な事業規模を確保 

・（株）日本政策金融公庫（特定事業等促進円滑化） 

特定の政策的要請（低炭素、事業再編、造船等）に沿った法律を根拠に、長期・大規

模案件（当該政策的要請に添った取組を進める事業者向け）に対して、日本公庫を通じ

たツーステップ・ローンを原資とした指定金融機関による融資を実施 

・（独）福祉医療機構 

福祉医療サービスの基盤強化の観点から施設整備に係る資金需要に的確に対応すると

ともに、物価上昇の影響を受けた施設に対して資金を供給するなど、福祉・医療事業者

の経営安定化を支援。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福祉・医療事業

者に対して、引き続き資金繰り支援に万全を期すとともに、コロナ融資残高を抱える事

業者向けの新たな融資制度を創設し、円滑な設備投資を推進 

・（独）国際協力機構 

円借款による開発途上国への質の高いインフラ輸出を通じ、同国の経済発展及び海外

展開する本邦企業のビジネス機会の確保・創出に取り組むほか、脆弱性の高まっている

開発途上国への財政支援を通じて、同国の社会経済の安定及び我が国の対外連携の促進

等に貢献 

・（株）国際協力銀行 

「グローバル投資強化ファシリティ」の創設や先進国業務の拡充等の機能強化を踏ま

え、海外展開する本邦企業による①重要な物資・技術の確保（サプライチェーン強靱

化）、②先端技術・新たなビジネスモデルの海外展開・市場創出（スタートアップ・イ

ノベーション）、③低炭素技術・素材を含む脱炭素社会の実現（グリーン・トランジシ

ョン）に資する取組を重点的に支援 

・地方公共団体 

住民生活に密着した社会資本整備や災害復旧等のニーズに対応するため、地方債計画

に基づき、地方公共団体へ財政融資資金を供給 
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②②  投投資資勘勘定定  

当勘定では、投資先からのリターンを再投資に回す仕組みの下、（株）国際協力銀行からの

国庫納付金や当勘定が保有する NTT 株、JT 株の配当金などを主な歳入とし、産業投資支出

を主な歳出としています。 

産業投資は、産業の開発及び貿易の振興を目的としており、政策的必要性が高く、リターン

が期待できるものの、リスクが高く民間だけでは十分に資金が供給されない分野に民間資金の

呼び水・補完としてのエクイティ性資金等を供給する産投機関に対する出資及び貸付を行って

います。 

  

（令和５年度の主な産業投資の内容） 

令和５年度は、主に以下の取組を支援。 

・（株）国際協力銀行 

「グローバル投資強化ファシリティ」の創設や先進国業務の拡充等の機能強化を踏ま

え、海外展開する本邦企業による①重要な物資・技術の確保（サプライチェーン強靱

化）、②先端技術・新たなビジネスモデルの海外展開・市場創出（スタートアップ・イ

ノベーション）、③低炭素技術・素材を含む脱炭素社会の実現（グリーン・トランジシ

ョン）に資する取組を重点的に支援 

・（独）エネルギー・金属鉱物資源機構  

経済安全保障やカーボンニュートラルへの円滑な移行の推進等の観点から、我が国へ

の天然ガスや金属鉱物資源の安定的な供給等に取り組む企業を支援 

・（株）脱炭素化支援機構 

2050（令和 32）年カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素に資する多様な

事業への呼び水となる投融資（リスクマネー供給）を行い、脱炭素に必要な資金の流れ

を太く、速くし、経済社会の発展や地方創生、知見の集積や人材育成など、新たな価値

の創造に貢献 

・（株）日本政策投資銀行 

特定投資業務において、スタートアップやベンチャーキャピタルへの資金供給をはじ

めとした企業の競争力強化や地域活性化の実現に向けた資本性資金を供給 

・（株）海外交通・都市開発事業支援機構 

日本企業とともに海外交通・都市開発事業を行う現地事業体への出資等 

 

上記の財政融資と産業投資については、政府保証とともに、その予定額を財投機関ごとに取

りまとめた財政投融資計画を、毎年の通常国会において、特別会計予算の添付資料として国会

に提出しています。 

（注）財政投融資計画には、「財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律（長期運用法）」（昭 48 法

7）第 5 条に基づき、財政融資のうち期間 5 年以上のもの、産業投資のうち出資及び期間 5 年以上の貸付

け、政府保証のうち期間 5 年以上のものを計上しています。 

 

（参考）特定国有財産整備勘定 

当勘定では、いわゆるスクラップ・アンド・ビルドの考え方に基づき、当初整備費を借入金等で賄い、施設完

成後、この事業の実施に伴い不用となった財産の処分により借入金等を償還しています。完成後の施設は、一般

会計に無償で引き渡すこととされています。 

特定国有財産整備特別会計が平成 21 年度末をもって廃止されたことに伴い、平成 21 年度までに策定されて

いた事業で未完了であった 185 事業について、経過的に当勘定にて経理を行っており、令和 4 年度末における

未完了の事業は 7 事業となっています。 

なお、平成 22 年度以降に新規で計画策定した事業については、一般会計にて経理を行っています。 
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②②  投投資資勘勘定定  

当勘定では、投資先からのリターンを再投資に回す仕組みの下、（株）国際協力銀行からの

国庫納付金や当勘定が保有する NTT 株、JT 株の配当金などを主な歳入とし、産業投資支出

を主な歳出としています。 

産業投資は、産業の開発及び貿易の振興を目的としており、政策的必要性が高く、リターン

が期待できるものの、リスクが高く民間だけでは十分に資金が供給されない分野に民間資金の

呼び水・補完としてのエクイティ性資金等を供給する産投機関に対する出資及び貸付を行って

います。 

  

（令和５年度の主な産業投資の内容） 

令和５年度は、主に以下の取組を支援。 

・（株）国際協力銀行 

「グローバル投資強化ファシリティ」の創設や先進国業務の拡充等の機能強化を踏ま

え、海外展開する本邦企業による①重要な物資・技術の確保（サプライチェーン強靱

化）、②先端技術・新たなビジネスモデルの海外展開・市場創出（スタートアップ・イ

ノベーション）、③低炭素技術・素材を含む脱炭素社会の実現（グリーン・トランジシ

ョン）に資する取組を重点的に支援 

・（独）エネルギー・金属鉱物資源機構  

経済安全保障やカーボンニュートラルへの円滑な移行の推進等の観点から、我が国へ

の天然ガスや金属鉱物資源の安定的な供給等に取り組む企業を支援 

・（株）脱炭素化支援機構 

2050（令和 32）年カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素に資する多様な

事業への呼び水となる投融資（リスクマネー供給）を行い、脱炭素に必要な資金の流れ

を太く、速くし、経済社会の発展や地方創生、知見の集積や人材育成など、新たな価値

の創造に貢献 

・（株）日本政策投資銀行 

特定投資業務において、スタートアップやベンチャーキャピタルへの資金供給をはじ

めとした企業の競争力強化や地域活性化の実現に向けた資本性資金を供給 

・（株）海外交通・都市開発事業支援機構 

日本企業とともに海外交通・都市開発事業を行う現地事業体への出資等 

 

上記の財政融資と産業投資については、政府保証とともに、その予定額を財投機関ごとに取

りまとめた財政投融資計画を、毎年の通常国会において、特別会計予算の添付資料として国会

に提出しています。 

（注）財政投融資計画には、「財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律（長期運用法）」（昭 48 法

7）第 5 条に基づき、財政融資のうち期間 5 年以上のもの、産業投資のうち出資及び期間 5 年以上の貸付

け、政府保証のうち期間 5 年以上のものを計上しています。 

 

（参考）特定国有財産整備勘定 

当勘定では、いわゆるスクラップ・アンド・ビルドの考え方に基づき、当初整備費を借入金等で賄い、施設完

成後、この事業の実施に伴い不用となった財産の処分により借入金等を償還しています。完成後の施設は、一般

会計に無償で引き渡すこととされています。 

特定国有財産整備特別会計が平成 21 年度末をもって廃止されたことに伴い、平成 21 年度までに策定されて

いた事業で未完了であった 185 事業について、経過的に当勘定にて経理を行っており、令和 4 年度末における

未完了の事業は 7 事業となっています。 

なお、平成 22 年度以降に新規で計画策定した事業については、一般会計にて経理を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

財財投投特特会会のの財財務務のの健健全全性性確確保保  

 

○ 資産負債管理（ＡＬＭ） 

財政融資資金においては、資金の運用（貸付けなど）と調達（財投債など）の間の期間の

ミスマッチに起因する金利変動リスクが存在しています。このリスクを低減させるため、的

確な資産負債管理（ALM）に努め、貸付金などの資産と財投債などの負債のキャッシュフロ

ーから生じるギャップ（差）の解消に取り組んでいます。 

 

○ 金利変動準備金 

財政投融資改革後の ALM によって、財政融資資金の金利変動リスクは次第に減少してき

ましたが、貸付けの大半が均等償還型のキャッシュフローであるのに対し、財投債が限られ

た年限での満期一括償還型のキャッシュフローであることなどから、現在でも一定の金利変

動リスクが存在します。 

そこで、財政投融資特別会計が長期にわたり安定的な活動を行っていくことができるよう、

利益が発生した場合には金利変動準備金を積み立て、将来生じうる損失に備えることとして

います。 
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①  歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 55 年年度度当当初初予予算算））  

①① 財財政政融融資資資資金金勘勘定定  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）地方公共団体による上下水道事業への公共施設等運営権方式（コンセッション）の導入を促進するための補

償金免除繰上償還に伴う利子収入の減少の補塡塡に充てるため、2,565 万円を投資勘定から受け入れることと

しています。 

 

②② 投投資資勘勘定定  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：億円） 

【 歳入 】 【 歳出 】 

（注）地方公共団体金融機構の納付金（1,500 億円）のうち 1,500 億円については、地方の財源不足の補塡に

充てるために 1,000 億円を、森林環境譲与税の譲与財源に充てるため 500 億円を交付税及び譲与税配付金

特別会計へ特例的に繰り入れることとしており、また、同納付金（1,500 億円）のうち 2,565 万円につい

ては、地方公共団体による上下水道事業への公共施設等運営権方式（コンセッション）の導入を促進するた

めの補償金免除繰上償還に伴う財政融資資金勘定の利子収入の減少の補塡に充てるために同勘定へ繰り入れ

ることとしているため、上記の歳入・歳出に含んでいません。 

 なお、これを含む歳入・歳出の総額はそれぞれ 1 兆 167 億円です。 

 

【 歳出 】 【 歳入 】 

 

 

 

（単位：億円） 

8,667
（＋2,003）

配当金収入

2,259(＋418)

前年度剰余金受入

5,933(＋3,535)

利子収入 1(▲0)
雑収入 0(＋0)

（注）

償還金収入 130(＋80)

納付金 147(▲22)

出資回収金収入

197(▲172)

産業投資支出

4,298(＋1,036)

事務取扱費等 1(▲0)

（注）

予備費 1(▲699)

8,667
（＋2,003）

防衛力強化

一般会計へ繰入

4,367 (皆増)

239,016
（▲241,609）

公債金
120,000（▲130,000）

財政融資資金より
受入
108,351（▲111,661）

資金運用収入
7,851(▲2,292)

他勘定より受入 0（▲0）
雑収入 303(▲166)

積立金より受入

2,510(皆増)

239,016
（▲239,536）

財政融資資金へ繰入
120,000（▲130,000）

国債整理基金
特別会計へ繰入
114,398（▲111,519）

予備費 1(－)
事務取扱費 60(+1)
公債等事務取扱費
一般会計へ繰入 0(▲１)

諸支出金
2,556(▲17)

防衛力強化一般会計へ繰入

2,000(皆増)
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①  歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 55 年年度度当当初初予予算算））  

①① 財財政政融融資資資資金金勘勘定定  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）地方公共団体による上下水道事業への公共施設等運営権方式（コンセッション）の導入を促進するための補

償金免除繰上償還に伴う利子収入の減少の補塡塡に充てるため、2,565 万円を投資勘定から受け入れることと

しています。 

 

②② 投投資資勘勘定定  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：億円） 

【 歳入 】 【 歳出 】 

（注）地方公共団体金融機構の納付金（1,500 億円）のうち 1,500 億円については、地方の財源不足の補塡に

充てるために 1,000 億円を、森林環境譲与税の譲与財源に充てるため 500 億円を交付税及び譲与税配付金

特別会計へ特例的に繰り入れることとしており、また、同納付金（1,500 億円）のうち 2,565 万円につい

ては、地方公共団体による上下水道事業への公共施設等運営権方式（コンセッション）の導入を促進するた

めの補償金免除繰上償還に伴う財政融資資金勘定の利子収入の減少の補塡に充てるために同勘定へ繰り入れ

ることとしているため、上記の歳入・歳出に含んでいません。 

 なお、これを含む歳入・歳出の総額はそれぞれ 1 兆 167 億円です。 

 

【 歳出 】 【 歳入 】 

 

 

 

（単位：億円） 

8,667
（＋2,003）

配当金収入

2,259(＋418)

前年度剰余金受入

5,933(＋3,535)

利子収入 1(▲0)
雑収入 0(＋0)

（注）

償還金収入 130(＋80)

納付金 147(▲22)

出資回収金収入

197(▲172)

産業投資支出

4,298(＋1,036)

事務取扱費等 1(▲0)

（注）

予備費 1(▲699)

8,667
（＋2,003）

防衛力強化

一般会計へ繰入

4,367 (皆増)

239,016
（▲241,609）

公債金
120,000（▲130,000）

財政融資資金より
受入
108,351（▲111,661）

資金運用収入
7,851(▲2,292)

他勘定より受入 0（▲0）
雑収入 303(▲166)

積立金より受入

2,510(皆増)

239,016
（▲239,536）

財政融資資金へ繰入
120,000（▲130,000）

国債整理基金
特別会計へ繰入
114,398（▲111,519）

予備費 1(－)
事務取扱費 60(+1)
公債等事務取扱費
一般会計へ繰入 0(▲１)

諸支出金
2,556(▲17)

防衛力強化一般会計へ繰入

2,000(皆増)

 

③③ 特特定定国国有有財財産産整整備備勘勘定定  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）歳入歳出差額が、509 億円ありますが、これは、特定国有財産整備計画の実施により不用となる跡地等の売

払収入等（歳入）が新施設の整備費等（歳出）を上回る見込みであることによるものです。 

 この歳入歳出差額は、「前年度剰余金受入」として翌年度の歳入に繰り入れ、翌年度の歳出に充てることとし

ています。 

○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額   （単位：億円） 

勘勘定定  歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

財政融資資金勘定 239,016    

（▲241,609） 

239,016  

（▲239,536） 

121,339 

（▲129,983） 

投資勘定 10,167  

（＋3,003） 

10,167   

（＋3,003） 

4,300   

（＋337） 

特定国有財産整備勘定 700（＋165） 191（▲34） 191（▲34） 

特別会計合計 
249,883  

（▲238,441） 

249,374  

（▲236,567） 

125,831  

（▲129,680） 
 

○○財財政政融融資資資資金金勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                   （単位：億円）

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

資金運用収入    7,851 

（▲2,292） 

財政融資資金の運用による利子収入見込額（過去の比較

的高い金利の長期貸付金残高の減少に伴う減） 

公債金 120,000  

（▲130,000） 

財政融資資金の貸付財源に充てるため発行する財投債の

収入見込額 

財政融資資金より受入 108,351  

（▲111,661） 

財投債の償還財源の財政融資資金からの受入見込額（償

還期限を迎える財投債の減少に伴う減） 

積立金より受入 2,510（皆増） 「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源

の確保に関する特別措置法」に基づく防衛力整備計画対

象経費の財源又は防衛力強化資金への繰入れの財源に充

てるため等の同法に基づく積立金からの受入見込額 

他勘定より受入 0（▲0） 特別会計法附則第 12 条の 4 第 1 項の規定による投資勘

定からの受入見込額 

雑収入 303（▲166） 公債に係る経過利子の受入見込額等 

合計 
239,016 

（▲241,609） 

 

【 歳入 】 【 歳出 】 （単位：億円） 

700
（＋165）

191
（▲34）

国有財産売払収入
133（▲7）

前年度剰余金受入
567（＋172）

雑収入 1（▲0）

特定国有財産整備費
185（▲35）

予備費 0（-）事務取扱費
6（＋1）
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（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

財政融資資金へ繰入 120,000  

（▲130,000） 

公債金の発行収入金の財政融資資金への繰入れ 

事務取扱費 60（＋1） 事務取扱いに要する人件費、事務費等 

諸支出金 2,556  

（▲17） 

他の特別会計の積立金等の預託金に対する利子の支払等 

公債等事務取扱費一

般会計へ繰入 

0（▲１） 公債（財投債）等の発行及び償還に要する事務取扱費の

額に相当する金額の一般会計への繰入れ 

防衛力強化一般会計

へ繰入 

2,000  

（皆増） 

「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源

の確保に関する特別措置法」に基づく防衛力整備計画対

象経費の財源又は防衛力強化資金への繰入れの財源に充

てるための同法に基づく一般会計への繰入れ 

国債整理基金特別会

計へ繰入 

114,398 

（▲111,519） 

公債（財投債）償還金及び利子等の支払財源に充てるた

めの国債整理基金特別会計への繰入れ（償還期限を迎え

る財投債の減少等に伴う減） 

予備費 1（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 
239,016  

（▲239,536） 

 

 

○○投投資資勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                        （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

償還金収入 130（＋80） 貸付金の償還見込額 

利子収入 1（▲0） 貸付金の利子収入見込額等 

納付金 1,647  

（＋978） 

（株）国際協力銀行及び地方公共団体金融機構等から納付

される納付金の受入見込額 

配当金収入 2,259  

（＋418） 

政府出資金に対する配当金の収入見込額 

出資回収金収入 197  

（▲172） 

「独立行政法人通則法」（平 11 法 103）等に基づく出資

回収金の受入見込額 

雑収入 0（＋0） 国有財産の売払い等による収入見込額 

前年度剰余金受入 5,933  

（＋3,535） 

前年度の決算上の剰余金見込額 

株式売払収入    － 

（▲1,834） 

日本電信電話株式（政府保有義務超過分）の売払収入見込

額（令和 4 年度において、政府保有義務超過分 9,293 万

株の売却が完了したことに伴う減） 

合計 
10,167  

（＋3,003） 
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（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

財政融資資金へ繰入 120,000  

（▲130,000） 

公債金の発行収入金の財政融資資金への繰入れ 

事務取扱費 60（＋1） 事務取扱いに要する人件費、事務費等 

諸支出金 2,556  

（▲17） 

他の特別会計の積立金等の預託金に対する利子の支払等 

公債等事務取扱費一

般会計へ繰入 

0（▲１） 公債（財投債）等の発行及び償還に要する事務取扱費の

額に相当する金額の一般会計への繰入れ 

防衛力強化一般会計

へ繰入 

2,000  

（皆増） 

「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源

の確保に関する特別措置法」に基づく防衛力整備計画対

象経費の財源又は防衛力強化資金への繰入れの財源に充

てるための同法に基づく一般会計への繰入れ 

国債整理基金特別会

計へ繰入 

114,398 

（▲111,519） 

公債（財投債）償還金及び利子等の支払財源に充てるた

めの国債整理基金特別会計への繰入れ（償還期限を迎え

る財投債の減少等に伴う減） 

予備費 1（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 
239,016  

（▲239,536） 

 

 

○○投投資資勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                        （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

償還金収入 130（＋80） 貸付金の償還見込額 

利子収入 1（▲0） 貸付金の利子収入見込額等 

納付金 1,647  

（＋978） 

（株）国際協力銀行及び地方公共団体金融機構等から納付

される納付金の受入見込額 

配当金収入 2,259  

（＋418） 

政府出資金に対する配当金の収入見込額 

出資回収金収入 197  

（▲172） 

「独立行政法人通則法」（平 11 法 103）等に基づく出資

回収金の受入見込額 

雑収入 0（＋0） 国有財産の売払い等による収入見込額 

前年度剰余金受入 5,933  

（＋3,535） 

前年度の決算上の剰余金見込額 

株式売払収入    － 

（▲1,834） 

日本電信電話株式（政府保有義務超過分）の売払収入見込

額（令和 4 年度において、政府保有義務超過分 9,293 万

株の売却が完了したことに伴う減） 

合計 
10,167  

（＋3,003） 
 

 

 

 

（歳出） 
 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

産業投資支出 4,298  

（＋1,036） 

産業の開発及び貿易の振興のために行う投資 

事務取扱費等 1（▲0） 事務取扱いに必要な人件費、事務費等 

地方公共団体金融機

構納付金収入財政融

資資金勘定へ繰入 

0（▲０） 特別会計法に基づく運用利殖金に相当する額の財政融資

資金勘定への繰入れ 

防衛力強化一般会計

へ繰入 

4,367  

（皆増） 

｢我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の

確保に関する特別措置法｣に基づく防衛力整備計画対象経

費の財源又は防衛力強化資金への繰入れの財源に充てる

ための一般会計への繰入れ 

地方公共団体金融機

構納付金収入交付税

及び譲与税配付金特

別会計へ繰入 

1,500  

（＋1,000） 

特別会計法に基づく地方交付税交付金及び森林環境譲与

税譲与金の財源に充てるための交付税及び譲与税配付金

特別会計への繰入れ 

一般会計へ繰入 －  

（▲2,700） 

特別会計法に基づく一般会計への繰入れ 

予備費 1  

（▲699） 

予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 
10,167  

 （＋3,003） 
 

 

○○特特定定国国有有財財産産整整備備勘勘定定のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                 （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

国有財産売払収入 133  

（▲7） 

「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」（昭 32 法

115）第 5 条に規定する特定国有財産整備計画の実施に

よる特定の国有財産の処分収入見込額（大口の処分財産が

減少したことによる減） 

雑収入 １（▲0） 特定の国有財産の一時使用料等の収入見込額等 

前年度剰余金受入 567  

（＋172） 

前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 700（＋165）  

 

（歳出） 

内内容容  額額  説説明明（（増増減減要要因因））  

特定国有財産整備費 185   

（▲35） 

「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」（昭32法

115）第 5 条の規定による特定の国有財産の整備（整備

事業の進捗に伴う減） 

事務取扱費 6（＋1） 事務取扱いに必要な事務費等 

特定国有財産の取得及び処分に必要な手数料等 

予備費 0（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 191（▲34）  
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②②  剰剰余余金金  

令令和和４４年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨） 

勘勘定定  収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

財政融資資金勘定  327,425 327,822 ▲397 － ▲397 － 

投資勘定 12,559 5,760 6,798 6,798 － － 

特定国有財産整備勘定 702 199 503 503 － － 

特別会計合計 340,687 333,783 6,904 7,301 ▲397 － 

令和 4 年度決算における剰余金は、財政投融資特別会計全体で 6,904 億円です。 

＜＜財財政政融融資資資資金金勘勘定定＞＞  

財政融資資金勘定の令和 4 年度決算において不足が 397 億円生じます。 

（不足が生じた理由） 

財投改革後の平成 13 年度から平成 18 年度にかけて、資産よりも負債が短いデュレーショ

ン・ギャップを解消するため、20 年の財投債を積極的に発行したことから、その金利負担（利

率 2％前後）の影響を大きく受けていると考えられます。 

（不足金の処理の方法） 

特別会計法第 58 条第２項の規定により、積立金から補足することとしました。 
 

＜＜投投資資勘勘定定＞＞  

投資勘定の令和 4 年度決算における剰余金は、6,798 億円です。 

（剰余金が生じた理由）  

前年度剰余金受入などの歳入が予定を上回ったことや、産業投資支出が予定を下回ったことな

どによるものです。 

その詳細は、前年度剰余金受入の増（2,564 億円）、株式売払収入の増（1,768 億円）、配当

金収入の増（1,036 億円）、産業投資支出の不用額（518 億円）、出資回収金収入の増（94 億

円）などです。  

（剰余金の処理の方法）  

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により、翌年度の歳入に繰り入れました。 
 

＜＜特特定定国国有有財財産産整整備備勘勘定定＞＞  

特定国有財産整備勘定の令和 4 年度決算における剰余金は、503 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳出において事務取扱費を要することが少なかったこと（2 億円）等によるものです。 

なお、特定国有財産整備計画は、新施設整備により不用となる跡地の売払収入をもって新施設

を取得することを目的とするものですが、当該計画は複数年度にわたるものであることから、そ

の収支は必ずしも同一年度において均衡するものではありません。各年度予算においては、その

収支に不足が見込まれる場合、これを借入金等により補い、また、超過が見込まれる場合には、

剰余金として翌年度以降の歳出に充てることとしています。 

（剰余金の処理の方法） 

将来の PFI 割賦金の支払いなどに充てるため、特別会計法附則第 67 条第 3 項において読み

替えられた特別会計法第 8 条第 1 項の規定により、翌年度の歳入に繰り入れました。 
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②②  剰剰余余金金  

令令和和４４年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨） 

勘勘定定  収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

財政融資資金勘定  327,425 327,822 ▲397 － ▲397 － 

投資勘定 12,559 5,760 6,798 6,798 － － 

特定国有財産整備勘定 702 199 503 503 － － 

特別会計合計 340,687 333,783 6,904 7,301 ▲397 － 

令和 4 年度決算における剰余金は、財政投融資特別会計全体で 6,904 億円です。 

＜＜財財政政融融資資資資金金勘勘定定＞＞  

財政融資資金勘定の令和 4 年度決算において不足が 397 億円生じます。 

（不足が生じた理由） 

財投改革後の平成 13 年度から平成 18 年度にかけて、資産よりも負債が短いデュレーショ

ン・ギャップを解消するため、20 年の財投債を積極的に発行したことから、その金利負担（利

率 2％前後）の影響を大きく受けていると考えられます。 

（不足金の処理の方法） 

特別会計法第 58 条第２項の規定により、積立金から補足することとしました。 
 

＜＜投投資資勘勘定定＞＞  

投資勘定の令和 4 年度決算における剰余金は、6,798 億円です。 

（剰余金が生じた理由）  

前年度剰余金受入などの歳入が予定を上回ったことや、産業投資支出が予定を下回ったことな

どによるものです。 

その詳細は、前年度剰余金受入の増（2,564 億円）、株式売払収入の増（1,768 億円）、配当

金収入の増（1,036 億円）、産業投資支出の不用額（518 億円）、出資回収金収入の増（94 億

円）などです。  

（剰余金の処理の方法）  

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により、翌年度の歳入に繰り入れました。 
 

＜＜特特定定国国有有財財産産整整備備勘勘定定＞＞  

特定国有財産整備勘定の令和 4 年度決算における剰余金は、503 億円です。 

（剰余金が生じた理由） 

歳出において事務取扱費を要することが少なかったこと（2 億円）等によるものです。 

なお、特定国有財産整備計画は、新施設整備により不用となる跡地の売払収入をもって新施設

を取得することを目的とするものですが、当該計画は複数年度にわたるものであることから、そ

の収支は必ずしも同一年度において均衡するものではありません。各年度予算においては、その

収支に不足が見込まれる場合、これを借入金等により補い、また、超過が見込まれる場合には、

剰余金として翌年度以降の歳出に充てることとしています。 

（剰余金の処理の方法） 

将来の PFI 割賦金の支払いなどに充てるため、特別会計法附則第 67 条第 3 項において読み

替えられた特別会計法第 8 条第 1 項の規定により、翌年度の歳入に繰り入れました。 

 

③③  積積立立金金等等    
 

金金利利変変動動準準備備金金（（財財政政融融資資資資金金勘勘定定））  

①① 金金利利変変動動準準備備金金のの残残高高                                                （単位：億円） 

令令和和 55 年年度度末末（（予予定定））  

（（令令和和 55 年年度度予予算算））  

令令和和 44 年年度度末末  

（（令令和和 44 年年度度決決算算処処理理後後））  

令令和和 33 年年度度末末  

（（令令和和 33 年年度度決決算算処処理理後後））  

10,942 12,494 12,879 

（注）特別会計法第 58 条第１項の規定により積み立てられた積立金の残高は、令和 3 年度末では 1 兆 1,481

億円、令和 4 年度末では 1 兆 1,084 億円、令和 5 年度末（予定）では 8,905 億円です。なお、積立金

は、現金主義に基づく金額であり、金利変動準備金は、企業会計原則に準拠した発生主義に基づく金額で

す。 

 

②② 金金利利変変動動準準備備金金のの目目的的  

毎会計年度の損益計算上に利益が生じた場合、金利変動準備金として積み立て、将来の金利

変動による損失に備えることとされています。 

 

③③ 金金利利変変動動準準備備金金のの上上限限  

金利変動準備金の準備率の上限は、将来大幅な金利変動が生じたとしても財務の健全性を保

つことができる水準として設定されています。 

その具体的な水準は、平成 19 年度で郵便貯金及び年金に対する預託金の払戻しがほぼ終了

し、金利変動リスクが相当程度減少したこと等を勘案し、財政制度等審議会財政投融資分科会

における意見を踏まえて検討した結果、平成 20 年度より、従前の総資産の 100／1000 か

ら総資産の 50／1000 に引き下げています。 

この準備率の上限を超える部分については、原則として、国債残高の圧縮のために国債整理

基金特別会計に繰り入れることとされています。しかし、平成 18 年度以降は、厳しい財政事

情に鑑み、臨時的・特例的な措置として、一般会計及び国債整理基金特別会計への繰入れを行

い、さらに平成 24 年度から平成 27 年度にかけて、復興債の償還財源として、国債整理基金

特別会計へ繰り入れています（P75 参照）。 

 

（参考） 

投資勘定において、投資財源の不足を補足するための原資を確保する趣旨から、昭和 31 年度に投資財源資金が

設置されていますが、平成 21 年度末以降残高はない状況となっています。 
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財財政政投投融融資資特特別別会会計計かからら一一般般会会計計及及びび国国債債整整理理基基金金特特別別会会計計へへのの繰繰入入れれ 
 

○ 一般会計などへの繰入れ 

現行の特別会計法では、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の金利変動準備金の準備率

の上限（現行：総資産の 50/1000）を超える部分については、国債整理基金特別会計に繰り

入れることができることとされています。これは、財政投融資特別会計がストックである積立

金を繰入れ対象としたことから、過去のストックである負債の圧縮に充てるため、国債償還財

源として国債整理基金特別会計に繰り入れることができるとしたものです。 

国債整理基金特別会計への繰入れ規定のなかった平成 18 年度には、厳しい財政事情に鑑

み、臨時的・特例的な措置として、特例法により、12 兆円を国債整理基金特別会計に繰り入

れました。加えて、平成 20 年度に 4 兆 1,580 億円、平成 21 年度に 7 兆 3,350 億円、平

成 22 年度に 4 兆 7,541 億円、平成 23 年度に１兆 588 億円を、それぞれ特例法により、

一般会計に繰り入れました。なお、平成 23 年度の一般会計への繰入れは、東日本大震災への

対応に活用されました。 

また、平成 20 年度には、金利変動準備金の準備率の上限の引下げ（100/1000→

50/1000）に伴い、特別会計法の規定により、7 兆 1,600 億円を国債整理基金特別会計に

繰り入れました。 

 

○ 復興財源への貢献 

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別

措置法」（平 23 法 117。以下「復興財源確保法」といいます。）の規定により、平成 24 年

度から平成 27 年度までの間、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の積立金を復興債の償

還財源として、国債整理基金特別会計へ繰入れできることとされ、平成 24 年度に 9,967 億

円、平成 25 年度に 6,967 億円、平成 27 年度に 5,500 億円を繰り入れました。 

また、「平成 28 年度以降 5 年間を含む復興期間の復旧・復興事業の規模と財源について」

（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定）を受け、平成 27 年度に財政融資資金勘定から 2,000 億

円、平成 28 年度に投資勘定から 2,783 億円、平成 29 年度に投資勘定から 554 億円、平

成 30 年度に投資勘定から 634 億円の総額 5,971 億円を一般会計と国債整理基金特別会計

に繰り入れました。 

 

 

■平成 27 年 6 月 30 日の閣議決定に基づく財政投融資特別会計からの復興財源貢献について 

 

H27 H28 H29 H30 H27～H30 合計 

2,000 億円 2,783 億円 554 億円 634 億円 
5,971 億円 

（融資勘定） （投資勘定） （投資勘定） （投資勘定） 

（注）単位未満は四捨五入。    
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財財政政投投融融資資特特別別会会計計かからら一一般般会会計計及及びび国国債債整整理理基基金金特特別別会会計計へへのの繰繰入入れれ 
 

○ 一般会計などへの繰入れ 

現行の特別会計法では、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の金利変動準備金の準備率

の上限（現行：総資産の 50/1000）を超える部分については、国債整理基金特別会計に繰り

入れることができることとされています。これは、財政投融資特別会計がストックである積立

金を繰入れ対象としたことから、過去のストックである負債の圧縮に充てるため、国債償還財

源として国債整理基金特別会計に繰り入れることができるとしたものです。 

国債整理基金特別会計への繰入れ規定のなかった平成 18 年度には、厳しい財政事情に鑑

み、臨時的・特例的な措置として、特例法により、12 兆円を国債整理基金特別会計に繰り入

れました。加えて、平成 20 年度に 4 兆 1,580 億円、平成 21 年度に 7 兆 3,350 億円、平

成 22 年度に 4 兆 7,541 億円、平成 23 年度に１兆 588 億円を、それぞれ特例法により、

一般会計に繰り入れました。なお、平成 23 年度の一般会計への繰入れは、東日本大震災への

対応に活用されました。 

また、平成 20 年度には、金利変動準備金の準備率の上限の引下げ（100/1000→

50/1000）に伴い、特別会計法の規定により、7 兆 1,600 億円を国債整理基金特別会計に

繰り入れました。 

 

○ 復興財源への貢献 

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別

措置法」（平 23 法 117。以下「復興財源確保法」といいます。）の規定により、平成 24 年

度から平成 27 年度までの間、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の積立金を復興債の償

還財源として、国債整理基金特別会計へ繰入れできることとされ、平成 24 年度に 9,967 億

円、平成 25 年度に 6,967 億円、平成 27 年度に 5,500 億円を繰り入れました。 

また、「平成 28 年度以降 5 年間を含む復興期間の復旧・復興事業の規模と財源について」

（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定）を受け、平成 27 年度に財政融資資金勘定から 2,000 億

円、平成 28 年度に投資勘定から 2,783 億円、平成 29 年度に投資勘定から 554 億円、平

成 30 年度に投資勘定から 634 億円の総額 5,971 億円を一般会計と国債整理基金特別会計

に繰り入れました。 

 

 

■平成 27 年 6 月 30 日の閣議決定に基づく財政投融資特別会計からの復興財源貢献について 

 

H27 H28 H29 H30 H27～H30 合計 

2,000 億円 2,783 億円 554 億円 634 億円 
5,971 億円 

（融資勘定） （投資勘定） （投資勘定） （投資勘定） 

（注）単位未満は四捨五入。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 防衛財源への貢献

令和５年度予算においては、「『我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確

保に関する特別措置法』に基づく防衛力整備計画対象経費の財源又は防衛力強化資金への繰

入れの財源」（以下、「防衛財源」という）を確保するため、財政融資資金勘定の財務の健全性

を確保しつつ最大限の貢献を行う観点から、特別の措置として、同法の規定により同勘定の積

立金から 2,000 億円を一般会計に繰り入れる予定です。 

また、投資勘定においても、「特別会計に関する法律」の規定により一般会計への繰入金と

して 4,367 億円を計上し、防衛財源に充てることとしています。 

○ 一般会計などへの繰入れと財政投融資特別会計（財政融資資金勘定）の財務の健全性

このように、平成 18 年度以降、積立金を臨時的・特例的に一般会計及び国債整理基金特別

会計へ繰り入れた結果、金利変動等に対する対応余力が低下しています。また令和 4 年度歳

入歳出決算上は 397 億円の不足があり、積立金から同額を取り崩している状況です。 

したがって、今後、財政投融資特別会計が長期にわたり安定的な活動を行っていくことがで

きるよう、将来生じうる損失への備えについて、十分留意する必要があります。 

  

（単位：兆円）

平成17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2 3 4 5

決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 予算

決算上
剰余金 4.0 2.8 2.5 2.3 1.5 1.1 1.0 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 ▲0.0 ▲0.0 ▲0.0 ―

年度末
積立金残高 22.4 14.4 17.2 8.4 3.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.3 0.6 0.9 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 0.9

（注１）令和5年度については当初予算上の見込みであり、決算上剰余金ではない点に留意。
（注２）各計数ごとに四捨五入しているため、計において一致しない場合がある点に留意。

東日本大震災への対応

国債整理
基金特会
12兆円

一般会計
4.8兆円

国債整理
基金特会
7.2兆円
一般会計
4.2兆円

一般会計
1.1兆円

一般会計
7.3兆円

国債整理
基金特会
0.7兆円

国債整理
基金特会
1.0兆円

国債整理
基金特会

0.6兆円（当初）
0.2兆円（補正）

一般会計
0.2兆円
財投特会
財融勘定
歳入
0.１兆円
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④④  資資産産及及びび負負債債（（令令和和 33 年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
 
 

財財政政投投融融資資特特別別会会計計財財政政融融資資資資金金勘勘定定貸貸借借対対照照表表  （単位：億円、単位未満切捨） 

 

 

 

 

主な資産は、政策金融機関、独立行政法人、地方公共団体や他の特別会計などへ貸し付けてい

る「貸付金」です。 

主な負債は、貸付金の財源となる「公債」（財投債）や他の特別会計などからの「預託金」で

す。 

資産・負債差額は、金利変動準備金に本年度利益を加えた額（決算処理後の金利変動準備金）

に相当します。 

   

≪2年度≫ ≪3年度≫ ＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞ ≪3年度≫ ≪2年度≫

未 払 金 0 0

未 払 費 用 1,251 1,356

預 り 金 12 14

762 713 未 収 収 益 賞 与 引 当 金 1 2

退職給付引当金 29 27

他会計繰戻未済金 4 4

負 債 合 計 1,373,202 1,477,299

0 0 有 形 固 定 資 産

28 29 無 形 固 定 資 産

1,490,482 1,386,080 資 産 合 計 1,386,080 1,490,482

1,304,493

185,197

公 債 1,047,416 1,188,546

現 金 ・ 預 金81,122

貸 付 金1,304,215

資産・負債差額 12,877 13,182

預 託 金 324,486 287,348

負債及び資産・負債差額合計
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④④  資資産産及及びび負負債債（（令令和和 33 年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  
 
 

財財政政投投融融資資特特別別会会計計財財政政融融資資資資金金勘勘定定貸貸借借対対照照表表  （単位：億円、単位未満切捨） 

 

 

 

 

主な資産は、政策金融機関、独立行政法人、地方公共団体や他の特別会計などへ貸し付けてい

る「貸付金」です。 

主な負債は、貸付金の財源となる「公債」（財投債）や他の特別会計などからの「預託金」で

す。 

資産・負債差額は、金利変動準備金に本年度利益を加えた額（決算処理後の金利変動準備金）

に相当します。 

   

≪2年度≫ ≪3年度≫ ＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞ ≪3年度≫ ≪2年度≫

未 払 金 0 0

未 払 費 用 1,251 1,356

預 り 金 12 14

762 713 未 収 収 益 賞 与 引 当 金 1 2

退職給付引当金 29 27

他会計繰戻未済金 4 4

負 債 合 計 1,373,202 1,477,299

0 0 有 形 固 定 資 産

28 29 無 形 固 定 資 産

1,490,482 1,386,080 資 産 合 計 1,386,080 1,490,482

1,304,493

185,197

公 債 1,047,416 1,188,546

現 金 ・ 預 金81,122

貸 付 金1,304,215

資産・負債差額 12,877 13,182

預 託 金 324,486 287,348

負債及び資産・負債差額合計

 

財財政政投投融融資資特特別別会会計計投投資資勘勘定定貸貸借借対対照照表表 （単位：億円、単位未満切捨） 

 

 

 

 

主な資産は、NTT や（株）日本政策投資銀行などへの出資金です。 

当勘定においては、借入金などの資金調達を行わずに、（株）国際協力銀行の国庫納付金や NTT

株、JT 株等の配当金などを原資として産業投資（出資及び貸付け）に充てることとしているた

め、負債はわずかしか存在しないことから、「資産」≒「資産・負債差額」となっています。 

   

≪２年度≫ ≪3年度≫ ＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞ ≪3年度≫ ≪２年度≫

3,917 4,963 現金・預金 未 払 金 0 0

(2) (2) 　　うち政府預金 賞 与 引 当 金 0 0

(3,915) (4,961) 　　うち財投預託金 退職給付引当金 0 0

0 0 た な 卸 資 産 負 債 合 計 0 0

0 0 未 収 収 益

715 642 貸 付 金

0 0 無 形 固 定 資 産

149,210 159,221 資 産 合 計 159,221 149,210

149,209
144,577 153,615 出 資 金

資産・負債差額 159,220

負債及び資産・負債差額合計
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財財政政投投融融資資特特別別会会計計特特定定国国有有財財産産整整備備勘勘定定貸貸借借対対照照表表  （単位：億円、単位未満切捨） 

  

  
 

 

主な資産は旧施設であり、新施設整備終了後一般会計から引き継がれた「販売用不動産」が

357 億円、引き継ぎ未済の「一般会計からの未引受不動産」が 1,094 億円となっています。 

主な負債は、PFI 事業により整備した新施設の整備費の未払額である「未払金」です。この「未

払金」には、契約済の「国庫債務負担行為による翌年度以降に係る支出予定額」720 億円（令

和 3 年度末）のうち完成済 PFI 事案に係るもののみが計上されています。 

資産・負債差額は、旧施設の売払いに際して売払収入がたな卸資産価格（台帳価格）を上回っ

たことや、上記のとおり「未払金」が施設完成後まで計上されないこと等により発生したもので

す。このため、3 年度末時点では資産が負債を上回る結果となっています。 

   

≪2年度≫ ≪3年度≫ ＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞ ≪3年度≫ ≪2年度≫

そ の 他 の 債 務 等 74 74

637 527 た な 卸 資 産

166 169 仕掛品

470 357 販売用不動産 負 債 合 計 236 334

- 0 未 収 金

1,956 1,094 その他の債権等
1,956 1,094 一般会計からの

未引受不動産

0 0 有 形 固 定 資 産

3,070 2,292 資 産 合 計 負債及び資産・負債差額合計 2,292 3,070

2,055 2,735

476 670

資産・負債差額

一般会計からの
受入不動産見返り

74 74

未 払 金 162 259現　金　・　預　金
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財財政政投投融融資資特特別別会会計計特特定定国国有有財財産産整整備備勘勘定定貸貸借借対対照照表表  （単位：億円、単位未満切捨） 

  

  
 

 

主な資産は旧施設であり、新施設整備終了後一般会計から引き継がれた「販売用不動産」が

357 億円、引き継ぎ未済の「一般会計からの未引受不動産」が 1,094 億円となっています。 

主な負債は、PFI 事業により整備した新施設の整備費の未払額である「未払金」です。この「未

払金」には、契約済の「国庫債務負担行為による翌年度以降に係る支出予定額」720 億円（令

和 3 年度末）のうち完成済 PFI 事案に係るもののみが計上されています。 

資産・負債差額は、旧施設の売払いに際して売払収入がたな卸資産価格（台帳価格）を上回っ

たことや、上記のとおり「未払金」が施設完成後まで計上されないこと等により発生したもので

す。このため、3 年度末時点では資産が負債を上回る結果となっています。 

   

≪2年度≫ ≪3年度≫ ＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞ ≪3年度≫ ≪2年度≫

そ の 他 の 債 務 等 74 74

637 527 た な 卸 資 産

166 169 仕掛品

470 357 販売用不動産 負 債 合 計 236 334

- 0 未 収 金

1,956 1,094 その他の債権等
1,956 1,094 一般会計からの

未引受不動産

0 0 有 形 固 定 資 産

3,070 2,292 資 産 合 計 負債及び資産・負債差額合計 2,292 3,070

2,055 2,735

476 670

資産・負債差額

一般会計からの
受入不動産見返り

74 74

未 払 金 162 259現　金　・　預　金

 

（（４４））事事務務及及びび事事業業のの効効率率化化・・財財務務にに関関すするる情情報報のの透透明明化化のの取取組組みみ等等  

予算編成・執行プロセスの抜本的な透明化・可視化は重要な課題であり、財政投融資について

もこれに積極的に取り組むこととしています。 

具体的には、財政投融資の対象事業の適正な執行の確保、財務の健全性の維持のために、実

地監査や地方公共団体の財務状況把握に取り組むことで、財投機関に対するチェック機能の充

実を図っています。 

 

 

 

財政投融資特別会計についての問い合わせ先 

（財政融資資金勘定） 

財務省理財局財政投融資総括課 電話番号 03-3581-4111 （内線 5241） 

（投資勘定） 

財務省理財局財政投融資総括課 電話番号 03-3581-4111 （内線 2587）  

（特定国有財産整備勘定） 

財務省理財局国有財産調整課  電話番号 03-3581-4111 （内線 69406） 
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